
令和６年第６回鶴ヶ島市農業委員会総会議事録 
 

開催日・場所 令和６年６月２５日（火） 鶴ヶ島市農業交流センター 研修室 

開 会 時 刻 午前 ９時５５分 宣 告 者 議長（会長） 町田 弘之 

閉 会 時 刻 午前１０時１４分 宣 告 者 議長（会長） 町田 弘之 

議 長 会長 町田 弘之 

委員の出席状況 

農業委員 農地利用最適化推進委員 

議席番号 氏 名 出欠席 氏 名 出欠席 

１ 沼 田  富 子 出席 髙 沢  健 二 出席 

２ 岡 野  と し 子 出席 小 川  清 志 出席 

３ 比 留 間  正 道 出席 吉 澤  弘 次 出席 

４ 須 藤  良 春 欠席 新 井  一 三 出席 

５ 町 田  弘 之 出席 瀧 島  誠 出席 

６ 沼 倉  裕 之 出席  

７ 小 川  佐 智 恵 出席 

８ 長 谷 川  正 博 出席 

９ 新 井  正 美 出席 

総会に出席を求めた者 事務局の出席状況 

なし 

職 名 氏 名 

事 務局 長 玉 木  亨 

次 長 遠 藤  俊 一 

主 任 岩 波  圭 介 

議事の日程 

 

日程第１   議事録署名委員の指名について 

日程第２   議案第１３号 農地法第３条の規定による許可について 

日程第３   報告第 ６号 報告事項について 

日程第４   その他 

 

議事（担当） 内容 

 

開会 

 

 

 

 

 

議長 

 

農業委員９名中８名が出席し、法に定める定足数に達して

おり本総会は成立します。 

なお、農地利用最適化推進委員５名中５名が出席しており

ます。 

これより令和６年第６回農業委員会総会を開会します。 

 

 

日程第１ 

 

議長 

 

議事録署名委員の指名について 

議席番号２番 岡野 とし子 委員 

議席番号３番 比留間 正道 委員 

を指名します。 



   

 

日程第２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１３号 

「農地法第３条の規定による許可について」を議題といた

します。 

事務局より説明願います。 

 

まずは許可申請書等で確認した譲受人の状況を説明し、そ

の後に議案書等をもとに申請理由等の内容を説明いたしま

す。 

譲受人の状況を説明いたします。 

所有する農地は近隣市に、畑５，８６１㎡、田９１㎡、合

計５，９５２㎡所有しており、近隣市の農業委員会に照会を

したところ、全てが適正に管理されているとの回答がありま

した。 

なお、鶴ヶ島市には農地を所有していません。 

次に農作業の従事状況は、譲受人が１８０日、譲受人の長

男が５１日であり、増員予定の常時雇用する労働力が２人と

なっています。 

次に周辺地域との関係では、農業経営の利用に及ぼす影響

がないように対処する予定であるとのことです。 

譲受人の状況の概要は以上です。 

次に、議案書等をもとに申請理由等の内容を説明いたしま

す。 

申請地は、市立南中学校の北、約４５０ｍに位置する第２

種農地で、農業振興地域の農用地に指定されています。 

譲受人は、農業高等学校で農業教育と実施研修を受け、農

業に４０年以上従事しており、近隣市で農業委員を務めた経

験もあります。現在所有している近隣市の土地でもサツマイ

モ等を育てています。 

申請地を購入したいと思った経緯は、後継者育成を見据え

た農業用地の確保のためです。 

以前よりため池を利用して水を引き、田んぼを耕作してい

ましたが、近年の異常気象の影響で、ため池付近の丘陵地帯

の水田は湧水が多く、土質が変わりました。そのため、農業

機械の沈下や水温の低下による冷害、水位の上昇等により作

付け困難な状況が発生しました。 

また、近隣の畑についても水はけが悪く、長期間ぬかるん

でしまう部分があり、耕作が難しい状況です。そのような環

境の中、周辺農地が遊休農地や荒廃農地となり、高齢化とと

もに農家を辞めていく現状を目の当たりにしました。 

生涯のビジョンを考え、農地を次世代に承継し、長い期間

守っていくために、自宅から３０分以内の場所で農地確保に

踏み切った次第です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

推進委員 

 

 

 

議長 

知り合いのつてで申請地を紹介されて現地を確認したとこ

ろ、広さや立地が耕作に適していると判断しました。また、

トラクターの置場を申請地までトラクターで７分ほどの距離

で確保できるため、購入を決めました。 

後継者の長男の考えとしては、定年退職後は農業へ転身

し、将来的に自分で店を持って、ここで取れた農産物を販売

したいと考えています。現在は仕事をしていますが、勤務時

間が夜の時間帯のため、日中に農業に携わることができま

す。また、土日には農業を手伝っており、種まきから収穫ま

で一連の流れについて年間を通じて教えることで後継者の育

成を行っていくとのことです。 

申請理由等の概要は以上です。 

 

担当する農業委員から説明をお願いします。 

 

譲受人に確認した内容を報告します。 

譲受人の年齢が高齢であること、年間の農業所得が低額で

あること、近隣市に所有している農地が活用されていないの

になぜ鶴ヶ島市の農地を取得するのかという疑問があり、6

月 19日に譲受人に直接聞きとりを行いました。 

実際に譲受人の畑を見たが、管理はされているが、作物が

植わっていない状況でした。 

植わってない理由を確認したところ、農地の性質に問題が

あることに加えて、作物の鳥獣被害が多い地区であるが市街

化区域で住宅が多く、電気柵での対応は危険があるため設置

できず、営農ができないとのことでした。 

実際に今後農業をやる気があるのかを確認してみたとこ

ろ、やる気はあるとのことでした。 

また、現在、鶴ヶ島市の取得予定の農地では柑橘類が植え

てあります。 

周りに住宅があるが、農薬などの被害が出ないように営農

する旨を近隣住民に説明をしており、住宅から５メートル離

して定植するなど、周辺対策も行っています。 

今後は本申請地と他の農地で果樹等を栽培し、年間 800万

円ほどの売り上げを計画しており、順調に行けば農地を拡大

したいという考えもあるようでした。 

 

次に担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いし

ます。 

 

譲渡人に確認した内容を報告します。 

本申請内容に間違いないことを確認しました。 

申請の理由は事務局の説明のとおりです。 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 



 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

近隣市の所有している農地周辺は、バイパスが通ってお

り、農産物直売場もあるところであり、開発が進んでいる地

域である。鶴ヶ島市まで移動に 30分以上もかかる農地を取

得するということであるが、土地の投資目的ではないか。 

後継者育成を見据えた農地の取得ということだが、具体的

に教えてもらいたい。 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

まず、譲受人の所有している近隣市の農地は、大きく 2 種

類に分けると、１つは市街化調整区域の青地で、もう 1 つが

市街化区域の特定生産緑地です。また、将来、後継者育成を見

据えた農地取得ということであるが、４０歳代の譲受人の長

男が、定年後は農家へ転身したいという意向があるようです。

現在は少しずつ農業の経験を積んでいるようです。 

土地の投資目的ということに関しては、事務局ではわかり

かねるが、本申請地については、青地の農地です。また、隣接

地はすでに宅地となっている場所がほとんどです。 

仮に、自己用住宅等を建築するために農地転用の申請をし

た場合には、接道を確保することが難しい場所であると考え

ています。 

また、近隣市に所有している農地の一部は市街化区域の特

定生産緑地であることから、譲受人の親族が農地転用をした

い場合等には、こちらの農地が優先されます。 

 

他に質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いしま

す。 

（質問、意見等なし） 

 

特段ないようですので質疑を終了し、採決を行います。 

本件について、「許可」とすることに賛成する委員の挙手を

求めます。 

 

(挙手全員) 

 

挙手全員のため、本件につきましては、「許可」とするこ

とに決定しました。 

 

 

日程第３ 

 

議長 

 

報告第６号「報告事項について」を議題といたします。 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

事務局より、説明（報告）をお願いします。 

 

議案書をもとに、説明（報告）します。 

・農地法第２章第１節の許可及び不許可の状況 

令和６年第５回総会における審議案件      なし 

・農地法第５条の規定による許可の取消申出について 

なし 

・農地法第４条の転用届出専決処分        なし 

・農地法第５条の転用届出専決処分        ２件 

・農地法施行規則第２９条第１号に基づく届出   なし 

・農地改良等に係る届出             なし 

・諸証明の発行                 なし 

 

出席委員からの質問、意見等を求めます。 

質問、意見等ございましたら挙手をもってお願いします。 

 

（質問・意見等なし） 

 

特段ないので質疑を終了し、採決を行います。 

本件について、「承認」することに賛成する委員の挙手を求

めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員のため、「承認」することに決定しました。 

 

 

日程第４ 

 

議長 

 

事務局 

 

 

その他について、事務局より説明をお願いします。 

 

特にありません。 

 

議事録の

署名 

 

議長 

 

事務局 

 

それでは、事務局より、議事録の報告をお願いします。 

 

本日の総会議事録を読み上げ、報告を行い、議事録の署名

を求める。 

議長及び議事録署名委員（２名）の３名が署名する。 

 

 

閉会 

 

議長 

 

以上をもって、令和６年第６回農業委員会総会を閉会しま

す。 

 

 


